
担

当

課

（

室

）

目

次

発

行

岡

山

県

担

当

課

（

室

）

目

次

【

告

示

】

○

土

地

改

良

事

業

の

施

行

認

可

耕

地

課

○

保

安

林

の

指

定

予

定

治

山

課

○

保

安

林

の

解

除

予

定

〃

【

公

告

】

○

特

定

非

営

利

活

動

法

人

の

設

立

認

証

の

申

請

県

民

生

活

交

通

課

【

正

誤

】

○

保

安

林

の

指

定

予

定

の

正

誤

治

山

課

岡

山

県

公

報

平成２６年９月１９日 第１１６２０号



◎
岡
山
県
告
示
第
四
百
七
十
九
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
四
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
新
規

土
地
改
良
事
業
の
施
行
を
次
の
と
お
り
認
可
し
た
。

平
成
二
十
六
年
九
月
十
九
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

土
地
改
良
事
業
を
行
う
者
の
名
称

児
島
湾
土
地
改
良
区

二

地
区
名
及
び
工
種

地
区
名

工

種

川
張
西
町
１
番
川

か
ん
が
い
排
水

宗
津
東
町
５
番
川

〃

内
尾

〃

115

内
尾
１
番
中
１
号
樋
門

〃

錦
中

樋
門

〃

14

錦
中

樋
門

〃

29

錦
六
区
横
７
番
川
東
樋
門

〃

登
り
川
東
高
低
樋
門

〃

西
七
区
支
線

号

〃

100

西
七
区
支
線

号

〃

140

北
七
区
支
線

号

〃

36

北
七
区
支
線

号

〃

73

西
谷
川
沖
１
東
樋
門

〃

西
谷
川
丘
１
東
樋
門

〃

宗
津
川
丘
２
樋
門

〃

宗
津
西
町
１
番
川

〃

三

認
可
年
月
日

平
成
二
十
六
年
九
月
九
日

平成２６年９月１９日　岡山県公報　第１１６２０号



◎
岡
山
県
告
示
第
四
百
八
十
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
農
林
水
産
大
臣

か
ら
次
の
と
お
り
保
安
林
の
指
定
を
す
る
予
定
で
あ
る
旨
の
通
知
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
六
年
九
月
十
九
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所

和
気
郡
和
気
町
矢
田
字
岩
屋
一
二
一
七

二

指
定
の
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

三

指
定
施
業
要
件

１

立
木
の
伐
採
の
方
法

主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

（１）

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る

（２）
市
町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

（３）
２

立
木
の
伐
採
の
限
度

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（

次
の
と
お
り
」
は
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
岡
山
県
庁
及
び
和
気
町
役
場
に
備
え
置
い
て
縦

「

覧
に
供
す
る

）
。

平成２６年９月１９日　岡山県公報　第１１６２０号



◎
岡
山
県
告
示
第
四
百
八
十
一
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
六
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
と
お
り
保
安
林
の
指
定
を
解
除
す
る
予
定
で
あ
る
。

平
成
二
十
六
年
九
月
十
九
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

解
除
予
定
保
安
林
の
所
在
場
所

倉
敷
市
児
島
田
の
口
二
六
一
六
の
五
、
二
六
二
三
の
四
か
ら
二
六
二
三
の
七
ま
で

二

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

三

解
除
の
理
由

道
路
用
地
と
す
る
た
め

平成２６年９月１９日　岡山県公報　第１１６２０号



〔
四
二
八
〕
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
と
お
り
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
設
立
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
六
年
九
月
十
九
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
六
年
九
月
八
日

二

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称

Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
カ
ル
ス
ト
の
会

三

代
表
者
の
氏
名

田
井

義
明

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

新
見
市
土
橋
九
二
八
番
地

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

安
全
で
住
み
よ
い
地
域
環
境
を
実
現
し
、
健
康
で
安
心
し
て
生
活
を
営
み
続
け
て
い
く
こ
と
が
で

き
る
よ
う
健
康
、
医
療
、
福
祉
の
増
進
に
関
す
る
活
動
、
環
境
保
全
に
資
す
る
活
動
、
防
災
・
防
犯

等
の
生
活
の
安
全
に
資
す
る
活
動
を
行
い
、
加
え
て
、
地
域
に
お
け
る
こ
れ
ら
の
活
動
を
支
援
し
て

い
く
こ
と
で
、
地
域
の
活
性
化
と
地
域
全
体
の
利
益
に
寄
与
し
て
い
く
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

平成２６年９月１９日　岡山県公報　第１１６２０号



〔
二
〇
〕
平
成
二
十
六
年
八
月
二
十
九
日
付
け
公
布
岡
山
県
告
示
第
四
百
四
十
六
号
（
保
安
林
の
指
定

予
定
）
に
誤
り
が
あ
っ
た
。

行

誤

正

七

字
迫
谷
四
九
六

字
追
谷
四
九
六

終
わ
り
か
ら
一
〇

平成２６年９月１９日　岡山県公報　第１１６２０号


